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○八代市松中信彦スポーツミュージアム条例 

平成２０年９月２５日 

条例第４８号 

改正 平成２２年３月２５日条例第７号 

（設置） 

第１条 スポーツ分野における市民栄誉賞受賞者である松中信彦氏から寄贈された施設を活用し、スポー

ツ振興を通じた青少年の健全育成及び地域の賑わいの創出を図ることを目的として、八代市松中信彦ス

ポーツミュージアム（以下「ミュージアム」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 八代市松中信彦スポーツミュージアム 

位置 八代市上日置町４４５９番地１ 

（業務） 

第３条 ミュージアムは、次に掲げる業務を行う。 

（１） スポーツに関する情報の提供及び啓発活動に関すること。 

（２） スポーツの振興に寄与する物品及び松中信彦氏に関する物品の展示に関すること。 

（３） ミュージアムの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の利用に関すること。 

（４） 前各号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達成するために必要な業務 

（休館日） 

第４条 ミュージアムの休館日は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 毎週木曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「休日」という。）に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でな

い日） 

（２） １月１日から１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館

日を定めることができる。 

（開館時間） 

第５条 ミュージアムの開館時間は、午前１０時から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができ

る。 

（観覧料） 

第６条 ミュージアムの展示物（以下「展示物」という。）を観覧する者（以下「観覧者」という。）は、

入館の際、別表第１に定める観覧料を納付しなければならない。 

（入館の制限） 

第７条 市長は、観覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命じること

ができる。 

（１） 他人に迷惑をかけ、又は展示物若しくは施設等を損傷し、若しくは汚損するおそれがあると認

められるとき。 

（２） 管理上必要な指示に従わないとき。 

（３） その他市長が入館の制限の必要があると認めるとき。 

（利用の許可） 

第８条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更

しようとするときも同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。 

（利用の制限） 

第９条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を行

わない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

（２） 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。 

（３） ミュージアムの管理運営上支障があると認められるとき。 

（４） その他市長が利用の制限の必要があると認めるとき。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１０条 利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用の権利を譲渡し、又は転貸しては

ならない。 
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（利用許可の取消し等） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、

若しくは停止することができる。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。 

（３） 第９条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

（４） 利用の許可の条件に違反したとき。 

（５） その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。 

（使用料） 

第１２条 利用者は、別表第２に定める使用料を納付しなければならない。 

（観覧料等の減免） 

第１３条 市長は、公益上必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

（観覧料の還付） 

第１４条 既に納付された観覧料は、還付しない。ただし、天災その他観覧者の責めに帰し得ない理由に

より展示物の観覧ができなくなったときは、その全額を還付する。 

（指定管理者による管理） 

第１５条 ミュージアムの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるこ

とができる。 

２ 前項の規定によりミュージアムの管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条及び第５条の規定にか

かわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ミュージア

ムの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。 

３ 第１項の規定によりミュージアムの管理を指定管理者に行わせる場合は、第７条から第９条まで及び

第１１条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定によりミュージアムの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がミ

ュージアムの管理を行うこととされた期間前にされた第８条第１項（前項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。 

５ 第１項の規定によりミュージアムの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がミ

ュージアムの管理を行うこととされた期間前に第８条第１項（第３項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみ

なす。 

（指定管理者の業務） 

第１６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 第３条各号に掲げる業務 

（２） 展示物の観覧及び施設等の利用の許可に関すること。 

（３） 施設等の維持及び修繕に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（利用料金制） 

第１７条 市長は、第６条及び第１２条の規定にかかわらず、第１５条第１項の規定により、ミュージア

ムの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 利用料金の額は、別表第１及び別表第２に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定

める額とする。 

３ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還

付をすることができる。 

（原状回復義務） 

第１８条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第

１１条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも同様とす

る。 

（損害賠償の義務） 

第１９条 観覧者又は利用者が展示物又は施設等を損傷し、又は汚損したときは、市長の決定に基づき、

それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 
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（市の免責） 

第２０条 この条例に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除

くほか、その責めを負わない。 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。た

だし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（平成２０年規則第４８号で平成２０年１２月２４日から施行） 

（準備行為） 

２ この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うこ

とができる。 

附 則（平成２２年３月２５日条例第７号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

別表第１（第６条、第１７条関係） 

観覧料 

区分 観覧料 

個

人 

常設展示 一般 ３００円 

小学生・中学生・高校生 ２００円 

特別展示 一般 その都度所要経費を勘案して市

長が定める額 小学生・中学生・高校生 

団

体 

常設展示 ２０人以上 個人に係る所定の観覧料の８割

に相当する額 特別展示 

備考 小学生未満は、無料とする。 

別表第２（第１２条、第１７条関係） 

使用料 

区分 使用料 

多目的スペース １時間当たり１５０円 

 


